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鳩
山
由
紀
夫
政
権
に
お
け
る
外
務
省
在
勤
基
本
手
当
に
係
る
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
務
省
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
手
当
の
う
ち
の
在
勤
基
本
手
当
に
つ
き
、
同
省
在
外
職
員
は
精
算
を
す
る
こ
と
も
具

体
的
な
使
途
を
報
告
す
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
同
手
当
に
は
課
税
も
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
在
勤
基
本

手
当
の
予
算
額
は
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
ま
で
で
そ
れ
ぞ
れ
百
四
十
六
億
二
千
五
百
十
万
三
千
円
、
百
四
十
七
億

三
千
五
百
五
万
千
円
、
百
五
十
三
億
二
千
五
百
五
十
四
万
千
円
、
百
五
十
八
億
九
千
二
百
七
十
万
六
千
円
、
百
七
十
八
億
二
千

九
百
三
十
四
万
六
千
円
、
百
七
十
六
億
千
七
百
七
十
三
万
八
千
円
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
に
つ
い
て

見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
定
員
数
三
千
四
百
二
十
八
人
、
三
千
五
百
二
十
八
人
で
当
該
年
度
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
を
除

す
る
と
、
一
人
あ
た
り
約
五
百
二
十
万
円
、
約
四
百
九
十
九
万
円
も
の
金
額
が
、
本
俸
と
は
ま
た
別
に
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
在
勤
基
本
手
当
に
つ
き
、
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第
九
号
）
で
は
「
御
指
摘
の
在
勤
基
本
手
当
を
含
む
在
勤

手
当
に
関
し
て
は
、
岡
田
外
務
大
臣
の
指
示
に
基
づ
き
外
務
省
内
に
武
正
外
務
副
大
臣
と
吉
良
外
務
大
臣
政
務
官
を
メ
ン
バ
ー

と
す
る
『
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
』
を
立
ち
上
げ
、
第
一
回
会
合
を
本
年
十
月
二
十
七
日
に
開
催
し
た
。
今
後
一
か

月
を
目
途
に
在
勤
手
当
の
検
証
を
進
め
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
て
今
後
、
在
勤
基
本
手
当
を
含
む
在
勤
手
当
の

在
り
方
に
対
す
る
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一



一

前
文
で
触
れ
た
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
よ
り
、
在
勤
手
当
、
特
に
在
勤
基
本
手
当
に
つ
い
て
ど
の
様
な

検
証
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
実
際
に
そ
れ
が
ど
の
様
に
反
映
さ
れ
、
ど
の
様
な
見
直
し

が
な
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

前
文
で
も
触
れ
た
が
、
在
勤
基
本
手
当
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
も
本
俸
と
は
別
に
受
給
で
き
る
手
当
と
し
て
は
金
額

が
極
め
て
大
き
く
、
課
税
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
外
務
省
在
外
職
員
が
そ
れ
を
実
際
に
ど
の
様
に
使
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、
精
算
す
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
例
え
ば
同
省
在
外
職
員
が
、
在
勤
基
本
手

当
を
外
交
活
動
の
為
に
使
わ
ず
、
個
人
的
な
買
い
物
や
蓄
財
に
回
し
た
と
し
て
も
、
国
民
と
し
て
は
そ
れ
を
知
る
術
も
な

い
。
事
実
、
国
内
外
に
自
宅
を
四
軒
購
入
し
た
こ
と
を
著
書
で
誇
ら
し
げ
に
書
い
て
い
る
あ
る
同
省
職
員
が
い
る
様
に
、
在

勤
基
本
手
当
が
、
我
が
国
の
国
益
の
た
め
で
は
な
く
、
同
省
職
員
の
単
な
る
個
人
的
消
費
に
回
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
と
い

う
の
が
偽
ら
ざ
る
実
態
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
到
底
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
点
に
つ

き
、
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
で
は
ど
の
様
な
検
討
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
そ
の
後
の
在
勤
手
当
の
あ
り
方

に
ど
の
様
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

岡
田
克
也
外
務
大
臣
は
じ
め
外
務
省
政
務
三
役
と
し
て
、
外
務
省
在
外
職
員
に
在
勤
基
本
手
当
の
精
算
を
義
務
付
け
る
、

二



ま
た
は
、
せ
め
て
使
途
の
報
告
を
課
す
と
い
っ
た
方
策
を
も
っ
て
、
在
勤
基
本
手
当
の
透
明
性
を
図
り
、
国
民
の
理
解
を
得

る
努
力
を
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


